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コーポレートガバナンス

当社は、信託の受託者精神に立脚した高い自己規律に基
づく健全な経営を実践し、社会からの揺るぎない信頼を確
立するために、グループの持続的な成長および中長期的な
企業価値の向上を図る観点から、以下の基本的な考え方
に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでい
ます。また、当グループの存在意義（パーパス）を定義し、マ

テリアリティを特定の上、社会課題の解決を使命とすると
ともに自らの成長機会と認識し、「社会的価値創出と経済
的価値創出の両立」を経営の根幹に掲げています。取締役
会は、当グループの全ての役員・社員が共有し、あらゆる活
動のよりどころとして、経営理念（ミッション）、目指す姿（ビ
ジョン）および行動規範（バリュー）を制定しています。

当グループは、ビジネスモデルに即したコーポレートガバナンス体制強化を進めており、指名委員会等設置会社の法定委員
会に加え、取締役会の任意の諮問機関としてリスク委員会および利益相反管理委員会を設置しています。また、経営の透明性
を高めるために、取締役会議長には社外取締役が就任しています。

1. 基本的な取組方針

当社は、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント、日興アセットマネジメントなどを傘下に擁する
金融持株会社であり、信託の受託者精神に立脚し、高度な専
門性と創造力を駆使して、銀行事業、資産運用・資産管理事
業および不動産事業を融合した「トータルソリューション」 

を提供するお客さまの「ベストパートナー」を目指してい
ます。その理念を実現し、ステークホルダーの期待に応える
ため、当グループのビジネスモデルの健全性および信頼性
ならびに経営の透明性を確保し、当グループのコーポレー
トガバナンスの高度化に取り組んでいきます。

2. コーポレートガバナンス体制に関する考え方

基本的な考え方

•  当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使すること
ができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組ん
でまいります。 

•  当社は、社会的責任や公共的使命の重要性を認識し、株主、お客
さま、社員、事業パートナーおよび地域社会をはじめとしたさま
ざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、高い自己規律に
基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいりま
す。 

•  当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築す
るために、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報
を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努
めてまいります。 

•  当社は、当グループの経営管理機能を担う金融持株会社として、
指名委員会等設置会社の機関設計を採用し、執行と監督の分離
による取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。 

•  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよ
う、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。
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（1）取締役会の役割
取締役会は、当グループの経営の基本方針を定め、経営

全般に対する監督機能を担うことにより、当グループの経営
の公正性・透明性を確保することをその中心的役割として
います。このため、原則として法令で定められた専決事項以
外の業務執行の決定を執行役に委任した上で、執行役等の
職務の執行を監督しています。また、社外取締役が、ステー
クホルダーの視点に立ち、当グループの持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を図る観点から取締役会および
経営者の業務執行ならびに当社と経営陣等との間の利益相
反を適切に監督することができる環境を整備しています。

さらに、サステナビリティ（持続可能性）を巡る環境・社
会的な課題の重要性に鑑み、グループ各社が果たすべき社
会的責任に関する基本方針（サステナビリティ方針）を定
め、役員および社員の意識を高めるとともに、ステークホル
ダーに配慮しながら課題解決に向け積極的な取り組みを推
進することを通じ、社会の持続可能な発展と当グループの
企業価値の向上を図っています。

そして、お客さまの真の利益に適う商品・サービスの提供
に関する取組方針（フィデューシャリー・デューティーに関
する取組方針）を定め、当グループ内で「お客さま本位」の姿
勢を共有し、お客さまの安心と満足のために行動するとと
もに、グループ各社の取り組み状況を管理することにより、
当グループにおけるフィデューシャリー・デューティーの実
践を推進しています。

（2）取締役会の構成
当社の取締役会の人数は、当グループの経営管理機能を

担う金融持株会社として求められる実効性ある監督機能
を発揮するために必要かつ適切な規模で、構成員の多様性
および専門性の確保の観点にも十分配慮して決定してい
ます。

また、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機
能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立社外取締
役の占める割合を原則3分の1以上とし、独立役員に係る独
立性判断基準を制定し、開示しています。

取締役候補者を決定するに際しては、当社の重要課題
（マテリアリティ）に対応する、「企業経営」、「財務会計」、
「法務・リスク管理・コンプライアンス」および、新たな価値
創造分野につながる信託業務固有のスキルやサステナビリ
ティ、IT・デジタルなどを含む「創造」の分野における高い見

識と豊富な知識を有する人材の中から選任することとして
おり※、信託銀行グループとしての幅広い業務領域を適切に
監督し、的確な意見・助言を行い得るに相応しい、多様性と
バランスの取れた構成を確保するよう努めています。
※2022年7月時点

（3）取締役会議長（社外取締役）
指名委員会等設置会社では、重要な業務執行の決定を原

則として執行役に委任することができる一方で、取締役会
はより一層監督機能の発揮を求められます。このような取
締役会の役割期待を踏まえ、当社は取締役会の議長に社外
取締役の松下功夫氏を選定しています。

併せて、当社では、取締役会議長がその職責を果たしてい
くことをサポートする組織として取締役会室を設置し、取
締役会の議題の選定に向けた情報提供や取締役会の議題
の論点整理などについてサポートを行っています。

3. 取締役会

社外取締役会議
　当社では、コーポレートガバナンスの実効性をさらに高める
べく、社外取締役のみが参加する社外取締役会議※を定期的に
開催しています。
　社外取締役同士の忌憚のない活発な議論により、独立した客
観的な立場に基づく情報交換・認識共有を行うことで、社外取
締役間の信頼関係の醸成や、取締役会の監督機能の強化に役
立てています。
　2021年度に開催した社外取締役会議においては、取締役会
評価の実施結果などを踏まえて、今後、取締役会で議論すべき
テーマや運営の改善事項などについて議論し、執行側への提言
も行っています。
※ 規程類に基づいて設置されたものではなく、社外取締役による任意の会議体とな

ります。

■社外取締役7名全員を独立役員として金融商品取引所に届け出ています。
■取締役15名の内訳：男性13名、女性2名（上表ではオレンジ色で表記）
■ 2021年7月1日～2022年6月30日に、取締役会を16回開催。欠席は取締役2名が1回ずつのみ。

取締役会の構成

非執行（11名） 執行（4名）

社外取締役7名 社内取締役8名

議
長

社外取締役比率 47%

非執行取締役比率 73%

2021年度に女性取締役を1名増員
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コーポレートガバナンス

2021年度取締役会で審議した主なトピックス

テーマ分類 トピックス

経営戦略と 
モニタリング

•  マテリアリティ・マネジメント
•  事業ポートフォリオ分析と経営資源配分
•  財務・非財務を一体化したフレームワーク

ガバナンス
•  サクセッションプラン高度化
•  グループガバナンス高度化
•  政策保有株式に関するモニタリング

リスク管理
•  リスク文化およびコンプライアンス意識の浸透・定着
•  サイバーセキュリティ、リスク管理体制の高度化
•  業務品質高度化に向けた取り組み

財務 •  財務・非財務を含めた資本政策および株主還元方針

ステーク
ホルダーとの
関係

•  サステナビリティ・気候変動に関する方針
•  エンゲージメント強化・Well-being実現への対応
•  フィデューシャリー・デューティーおよびCS推進戦略

 経営戦略とモニタリング
 ガバナンス
 リスク管理
 財務
 ステークホルダーとの関係

2021年度
2020年度

41%28%

21%28%
21%

9%

9%

14%

18%

11%

（1）取締役会における審議状況と主な審議トピックス
当社の取締役会では、毎年、取締役会の実効性評価（以下、

「取締役会評価」）を通じて策定した年間審議スケジュール
に基づき、社内外の環境変化に応じた審議を行っています。

2021年度は、企業価値向上に向けた攻守両面の論点か
らの重要テーマに関して審議を行い、中長期的な経営課
題・戦略など「経営戦略とモニタリング」に関する審議時間
の割合は、前年度比で増加しました。「リスク管理」や「ガバ

ナンス」の割合は前年度比で低下しましたが、信託銀行グ
ループの強さの源泉である業務品質向上に向け、業務プロ
セス可視化やリスクマップ整備等に関する審議、グループ
ベースでの内部統制システム・ガバナンスのさらなる実効
性向上に関する審議を継続しており、2019年度との比較で
は同程度の水準を維持しています。（2019年度：リスク管理
23%、ガバナンス15%）

当社は、毎年、取締役会評価を行い、抽出した課題に対する改善策を検討・実施していくことで、PDCAサイクルを機能させ、 
取締役会の実効性向上に取り組んでいます。
※2021年度取締役会評価の実施結果（概要）については、下記のリンクをご参照ください。

PDF   https://www.smth.jp/-/media/th/about_us/management/governance/pdf/evaluation.pdf

（2）「経営テーマ」における議論
当社の取締役会では、当グループの経営の基本方針や中

長期的戦略の決定等に向けて、経営上の重要課題や、中長
期的視点に立ったテーマを「経営テーマ」として選定し、取
締役会で審議しています。「経営テーマ」は、三井住友信託
銀行の社外取締役もオブザーバー参加し、結論を得ること
を目的とせず、自由に審議することで、社外取締役の視点や
知見を活用しながら、取締役会の審議充実を図っています。

今年度は、事業ポートフォリオに焦点を当てて議論を重

ねました。監督と執行による対話を重ね、金融業界の在り方
を展望しつつ市場構造・競争環境を踏まえたポジショニン
グの観点、「信託の力」を含む非財務的資源の観点、デジタ
ル化や社会課題の高度化も含めた不確実性の高い環境を
踏まえた観点などを検証の上、事業ポートフォリオの在り
方を審議しました。このような審議を通じて、社会的価値創
出と経済的価値創出の両立によってステークホルダーへの
価値を生み出す中長期的な事業ポートフォリオを展望する
ことで、注力戦略領域の設定等につながっています。

4. 取締役会の審議状況

5. 取締役会評価

審議状況
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当社は、コーポレートガバナンスの実効性を確保すると
ともに、当グループのビジネスモデルの健全性および信頼
性ならびに経営の透明性をより一層高めていくために、会
社法により設置が求められる指名委員会、報酬委員会およ
び監査委員会に加え、取締役会の諮問機関としてリスク委
員会および利益相反管理委員会を設置しています。各委員
会は、毎年、自己評価を実施し、抽出した課題への改善策を
検討・実施することで、自律的な運営向上に取り組んでいま
す。自己評価結果は、4月の取締役会に報告し、審議してい
ます。

（1）指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および

解任に関する議案の内容を決定し、取締役会から、執行役 
社長を含む執行役の選任および解任ならびに経営者後継
人材育成計画に関する諮問を受け、審議の上、答申を行うと
ともに、三井住友信託銀行の取締役社長を含む取締役の選
任および解任に関する諮問、ならびに三井住友トラスト・ア
セットマネジメントの取締役の選任および解任に関する諮
問を受け、審議の上、答申を行います。 

（2）報酬委員会
報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬額な

どの内容に係る決定方針を定め、その方針に従って、取締役 
および執行役の個人別の報酬額などの内容を決定するとと
もに、三井住友信託銀行および三井住友トラスト・アセット
マネジメントの取締役などの個人別の報酬額などの内容に
係る決定方針に関する諮問を受け、審議の上、答申を行い
ます。

（3）監査委員会
監査委員会は、執行役および取締役の職務の執行を監査

し、監査報告を作成するとともに、株主総会に提出する会計 
監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容を決定します。また、監査委員会
は、その役割と責任を果たすため、当社のほか、当グループ
に属する会社の業務および財産の状況の調査などを行う権
限を行使し、当グループの内部統制システムを活用するとと
もに、執行役、取締役および会計監査人からの報告聴取お
よびこれらの者との意思疎通などを通じて、組織的かつ効
率的に監査を実施します。

（4）リスク委員会
リスク委員会は、①当グループの経営を取り巻く環境、

トップリスク、およびマテリアリティに関する事項、②当グ
ループのリスクアペタイト・フレームワークの運営、リスク管
理およびコンプライアンス管理に係る内部統制システムの
実効性の監視に関する事項などに関して、取締役会からの
諮問を受けて、その適切性などについて検討し、答申を行い
ます。 

（5）利益相反管理委員会 
利益相反管理委員会は、①当グループの利益相反管理態 

勢の妥当性に関する事項、②当グループの利益相反管理、
顧客説明管理および顧客サポート管理の実効性ならびに
これらの態勢の高度化に関する事項、③当グループのフィ
デューシャリー・デューティーに関する取組方針およびグ
ループ各社の行動計画などに関する事項、④当グループの
利益相反管理およびフィデューシャリー・デューティーの浸
透などに係る特に重要な事項などに関して、取締役会から
の諮問を受けて、その適切性などについて検討し、答申を行
います。

6. 委員会
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コーポレートガバナンス

2021年度※1の主な審議事項 2022年度※2の取締役会からの重点諮問事項など※3

指名委員会 ・当社および主要子会社の取締役候補者案
・サクセッションプランおよびプロセスのさらなる高度化 ・サクセッションプラン・スキルマトリクスの高度化

報酬委員会 ・ 報酬サーベイの情報の比較分析に基づく水準・体系の検証を通じた取締
役・執行役の報酬 ・ステークホルダー主義を踏まえた役員報酬制度の検討

監査委員会 ・ 中期経営計画の進捗状況、当グループの内部統制システムの整備・運営状
況、財務報告・開示に係る統制状況等の重点監査項目

・次期中計の立案プロセスのモニタリング
・グループ内部統制システムの高度化

リスク委員会
・当グループのリスク管理態勢の適切性
・リスク文化の醸成と浸透策
・昨今の外部環境からのリスク管理にまつわる取り組み状況

・マテリアリティ・マネジメントとリスク管理との接合
・グループ経営におけるリスクガバナンスの高度化
・レジリエンス強化・高度化

・（共通）信託銀行グループの特性を踏まえたリスク管理

利益相反管理 
委員会

・グループ・業容の拡大等に係る利益相反管理・顧客保護等管理の態勢整備
・グループのフィデューシャリー・デューティーの浸透・実践

・次期中計等を踏まえたグループの利益相反管理
・信託銀行グループとしての顧客の最善の利益

※1 2021年7月～2022年6月　※2 2022年7月～2023年6月　※3 監査委員会については、取締役会からの監査指示事項

コーポレートガバナンス体制

※1 委員の過半数は独立社外取締役

※2 委員の過半数は、独立社外取締役および社外有識者

執行機関

監督機関

指名委員会※1

取締役の選解任

リスク委員会※2

リスクガバナンスの助言

利益相反管理委員会※2

利益相反管理態勢の強化

報酬委員会※1

取締役・執行役の報酬決定

株主総会

取締役会
取締役・執行役の職務執行を監督

監査委員会※1

取締役・執行役の職務執行の監査

経営会議
代表執行役 執行役など 各委員会

監督

法定の委員会

任意の委員会

▲ ：   議長     ・  委員長       （取締役会）    （各委員会）
●：社外取締役
●：社内取締役（非執行）
●：社内取締役（執行）
●：執行役・執行役員（非取締役）
●：社外有識者
　：女性




